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会 議 録 （ 要 旨 ） 

会 議 の 名 称 令和６年度第５回 利根町下水道事業運営協議会 

開 催 日 時 令和７年３月１１日（火）午後２時から２時４５分 

開 催 場 所 行政棟５階 会議室５－Ａ会議室 

担 当 課 生活環境課 

出

席

者 

委 員 坂野会長，山下委員，糸賀委員，番場委員，松永委員 

事 務 局 雑賀課長，久野課長補佐，中野係長，赤尾津主査 

そ の 他 コンサルタント：黒須氏 

議 題  

公開・非公開の区分 公開・非公開 傍 聴 者 数 １人  

非 公 開 の 理 由  

議 題 結 果  

会 議 の 内 容 
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１．開 会 

２．会長あいさつ 

３．議 事 

（１）利根町下水道経営戦略（案）に対するパブリックコメントの結果 

について 

（２）利根町下水道経営戦略（案）に対する答申について 

 

利根町下水道事業運営協議会規則第 6条第 3項で，会議は半数以上の出席で

成立ということになっております。 

本日の議員の出席者数は定員 10名のところ，5名に出席いただいておりま

す。 

半数以上の出席となっておりますので，今日は会議が成立することを皆様にお

伝え申し上げます。 

また規則第 6条第 5項では，会議の議事は議事録によりその趣旨を記し，議

長及び出席した 2名の委員とともに署名するとなっております。 

この協議会では毎回議事録を作成しておりまして，公表する前に内容を確認

するため，出席委員の中から 2名交代で選出いたしまして，会長の私と選出さ

れました 2名の委員で議事録に署名することになっております。 
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つきましては，署名人を委員さんと，委員さんにお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

では議事早速入っていきたいと思います。 

まず議事 1というところで利根町下水道事業経営戦略（案）に対するパブリ

ックコメントの結果について事務局から説明をお願いしたいと思います。 

ではよろしくお願いいたします。 

 

※資料に基づき説明 

 1. 利根町下水道事業経営戦略（案）に対するパブリックコメントの結果につ

いて 

 

議会説明会においては，２名の議員より質問がありました。内容につきまし

ては， 

ダウンサイジングやスペックダウンについて具体的にどのようなことを考えて

いるのか，ご質問をいただきました。回答といたしましては，当既存の施設設

備について更新投資を行うにあたり，将来の人口減，水需要の低下を視野に入

れ，更新投資の対象となる汚水管渠の更新との性能の合理化に取り組むことに

より，必要となる経費を削減するということでご説明させていただきまして，

具体的には，口径の小さな管渠に更新するとか，マンホールポンプの能力を小

さなものに更新するなど，実情に合った更新策を検証していきたいということ

でご回答申し上げました。 

また，実際に下水道使用料を値上げすることになった場合，いつごろからに

なるのかというご質問の方いただいておりまして，そちらにつきましては，来

年度から下水道運営協議会において料金の適正化について検討を始めますの

で，そちらで料金改定の時期についても検討していく旨をお伝えいたしまし

た。 

住民への周知等も必要となりますことから，事務局としましては，改定する

とすれば令和 9年度ぐらいになるのではないかということで，回答をさせてい

ただいおります。 

 

ただいま事務局の方からパブリックコメント，住民への意見公募についての

結果説明ございました。委員の皆様から何かご意見ご質問等ございますでしょ

うか。 

一応ですね，意見がないということなので，ちょっとこれは深刻ではあるん

ですが，そういう意味では委員の皆様から一言ずつ何か意見があれば伺いたい

と思います。 

住民の人の意見がたくさんあれば，問題はなかったんですけども，もしよろ
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しければ，委員さん，何かございますか。 

 

意見がないのは仕方がないですね。 

 

私も含めてね，会議でいろいろ教わってもなかなか理解できない。 

私も計画書を持ってきたんですけど，これを見ても一般の人はなかなか理解

できないんじゃないかなと思います。 

 

一般の方にはちょっと難しいですね。 

 

意見がないということなので，原案通りっていうことにはなると思うんです

けども。なかなか難しいですねその周知の方法も全部やってると思うんですけ

ども，この結果としてコメントがなかったっていうのは致し方ないのかなとは

思いますけど。 

 

ちなみに経営戦略の案ではないんですが，こういう計画ではなくて，例えば

県南水道さんで，以前，公共料金の改定を行った際，あのとき意見はどうでし

たっけ。 

 

意見募集はやらなかったんですよね。ただ住民説明会をやったので，そこで

はいろいろご意見いただきましたけど，はい。 

 

わかりましたありがとうございます。はい。ということで，今回意見がない

ということなので，委員の皆様に一応ご意見を伺いましたが，2つ。 

1つは非常に難しい。わかりにくいんだろうというのが 1つ。 

2つ目としては，やはり先ほどお話ありましたように興味がないんだろうと

いういう 2点だと思います。 

実はですね，この答申書が次説明ございますけども，答申書にあるような内

容で，下水道使用料の適正化ということで，料金が上がるということになると

また全然話が変わってくると思うんですね。 

ですから，次回こういう話が出たときには，ちょっと数が全然違うのかなと

いう気はいたします。はい。ということで，一応この議題 1につきましては，

こちらでよろしいでしょうか。 

 

次に，議事の 2というところに行きたいと思います。 

議事の 2，利根町下水道事業計画経営戦略案に対する答申についてでござい

ます。 
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※資料に基づき説明 

 2. 利根町下水道事業経営戦略（案）に対する答申について 

 

皆さん今ご説明いただきました利根町下水道事業経営戦略（案）についての

答申（案）について皆様からご意見，ご質問等ございますでしょうか。 

 

書式だけのことでいきますと，私がいきなり質問するのもちょっと申し訳な

いんですが，2つだけちょっとお伺いしたいんですが，利根町の書式の規則が

あると思うんですけど，１．健全な経営の確保について以下，記以下それって

いうのは，禁則処理，1マス開けなくてもいいのかっていうことなんですか。

どうですか。 

上の方は 1マス空いてるんですけど。 

 

恐らく 1マス開ける形が正しいかと思います。文書規定を確認しまして，正

しい形に修正させていただきたいと思います。 

 

役所の方ではこういった組織の雛形っていうか規則がありまして，それによ

って形が決まっておりますのでこれは，事務局の方に任せてよろしいですか。 

あともう 1点なんですけど，123は見出があるんですけど，4は見出がない

んですね。 

例えば 4は「本経営戦略の推進について」と全部「ついて」になってるん

で，見出しを追加してはどうでしょうか。一応書式の統一はされた方がいいと

思います。 

皆さんそれでいいですか。 

1つは利根町の総務課というところで確認して，利根町の書式に直していた

だくことと，4番は見いだしをつけていただくという，これだけです。 

これが町長に答申する文章になりますので，何か他にお気づきの点があれば

教えいただければと思います。皆さん大丈夫ですか。 

 

ちょっと私前回お休みしてしまったので。 

前回の方で経営戦略（案）はもうこれで確定してるんだと思うんですけど，

繰出金についての考え方なんですけど，自治体の方の財政もかなり厳しいとい

うところで，そこを押さえていくっていうのも 1つの目的だったと思うんです

けど。 

一番を見ると引き続き必要な財源として確保していくっていうことになって

るんですが，それでよろしいんですかね。 

 

繰出金なんですけれども，総務省の操出基準に基づきました基準内繰入につ
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きましては，引き続き入れていただかないと事業が進まないものですから，そ

ちらに関しましては，財源を確保していきたいということで入れさせいただい

ております。 

 

現状基準外の繰り入れはしてないんですか。 

 

基準外繰入も入れていただいております。 

 

それについては触れなくて大丈夫ですか。 

料金改定の 1つの理由にはなってくる気がするんですけど。そこの負担を減

らしてくっていうのも 1つ目的っていう説明があった気がしたんですけど。ど

うなんですかね。 

シミュレーション上はどういう条件で行っているんでしたっけ，ここは縮小

してくようなシミュレーションを予定しているんですか。 

 

シミュレーションは，料金改定した場合と，現行の料金のままでいく場合と

２パターン作っております。 

 

それは基準外繰り入れを継続するような条件になってるんですかね。 

 

基準外繰入金についてはシミュレーションではある程度解消していく方向で

す。ただし，総務省が示している繰出基準以外の部分で都市計画税が利根町独

自で充てるものがありますので，そこは入れるような形で作成しております。 

 

都市計画税は継続していくんですね。完全に解消を目指すってことでなけれ

ば触れなくてもいいと思うんですけど，何かその辺の課題として挙げてたよう

な気がしたんで。 

 

一応，今委員さんからいただいた意見っていうのは，今後説明責任を果たす

ために重要な言葉だと思いますので，それを事務局の方でも踏まえて，町民の

方から聞かれた場合にお答えできるようにしていただければと思います。 

 

続けて組織の話で，以前下水道課がないっていう話を課題として，審議会の

意見としてまとめたと思ったんですけど，31ページを見るとその辺は現状の

組織体制を維持していくってことになってるようなので，それでやっていける

っていうことであればいいんですけども。大丈夫ってことですよね。 

 

これは事務局だけの方針ではなくて，おそらく利根町としての定員管理の問
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題があるかと思いますので，係としての要望はなかなか言えないでしょうか

ら，この協議会から一応この答申とは別に要望という形で出させていただいた

方がいいと思うので，そういう形にさせていただいてよろしいですか。1つは

下水道に対する課を作ること，もう 1つは下水道に対応する職員を増やしても

らうという２点を我々運営協議会の意見ということにさせていただいてよろし

いですか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。 

ただもちろん利根町として利根町全体として人を増やせないということであ

れば仕方がない話ですが，一応この協議会として，そういう意見，要望があっ

たということで一応お願いしたいと思います。 

答申としては，このまま先ほどの書式を訂正していただいてそれで出させて

いただくということになりますが，皆様それでよろしいでしょうか。 

 

はい。 

 

ありがとうございます。ではそのようにさせていただきたいと思います。 

次に 4番目，その他です。 

その他ということなので，皆様のご意見，或いは全体を通して何かありまし

たらということなんですが，今日人数少ないので，おひとりずつお話いただき

たいと思います。 

 

はい。何もわからないで参加し始めたんですが，何となくですけど，下水道

の状況が見えてきたような気がしてきました。 

 

テレビもやってましたけどやっぱり下水道管とかですね，老朽化によって一

番災害が見込まれるところでございます。今度それを直すにはやはりお金が必

要となり，町のお金は大丈夫なのかっていうことです。先ほどの議題でも出て

いましたが，人もいない，技術者も少ないとなると，これからどういうふうに

下水道事業を進めていくんだってことになると思います。また，このお金の負

担については一気に料金を上げると皆さん生活してるもんですから，高すぎる

という不満も出てくるかと思います。町の安全安心を図るためには，工事など

徐々に進めていかないといけないので，お金も少しずつプールして上手くまわ

していかないと，町民も納得しないんじゃないかなと思ってます。 

 

一気にじゃなくて，毎年少しずつ料金を上げるのがいいですよね。もう値上
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げはしょうがないでしょうね。 

 

私も以前，水道料金値上げをした際，審議会の中でも同じような話が出て，

水道法だと 3年から 5年ごとの見直しについて明記されています。そこが 1つ

のサイクルになるんですけど。やっぱもうちょっとこまめに上げた方がいいん

じゃないかというご意見はいただきました。やっぱり料金を一気にどんと上げ

ると負担感が大きいので，こまめにっていうご意見はいただきましたけど，事

務作業的に大変なところもあるのでなかなか難しいところです。今回の答申の

中では，一番下に投資計画の進捗状況と財政状況の確認を毎年実施し，乖離状

況に応じては全体的に見直しっていうふうに書いてありますけど，実際これ作

業的にはかなり大変なると思います。計画の実績を比較していくのは簡単だと

思うんですけど，シミュレーションとなるとまた 1からやらないといけないの

で，なかなか難しいということで，一定のサイクルを決めて，また予測に基づ

いて必要な水準料金を確保するということが大事だと思いますんで，今後その

料金の方の話に進んでいくと思うんですけど，またその中で議論していければ

いいかなと思います。 

 

ありがとうございます。ということで，一応皆様の貴重なご意見賜りまし

た。 

結論としては，やっぱり一気に値上げすると負担感がちょっと怖いなと，や

っぱり少しずつ上げた方がいいという考え方は一般的なんですが，役所の人と

してはなかなかそれが厳しいわけですよね。やっぱり事務作業としても大変な

ので，そこはどう考えるかっていうことであるかと思います。 

そういうことは，もちろんここでする話ではないので，一応答申案というこ

とで，町長に出す我々の会議での意見がまとまったということで，今回は終わ

らせていただきたいと思います。 

次回は，お金の問題が出てきますのでちょっと大変になるかもしれません。 

ということで，一応この次第にある私の議長としての流れはこれで終わるかと

思います。事務局の方から何かございましたらよろしくお願いいたします。 

 

それでは私の方から今後の予定につきましてご説明させていただきます。 

本日，皆様のご協力をいただきまして，決定をしました答申書につきまして，

今日程の情報調整をさせていただいておりまして，3月の 27日か，28日の日

に利根町下水道事業運営協議会を代表として代表しまして，坂野会長の方から

佐々木町長の方へお渡しいただきます。 

その後は，当事務局より経営戦略策定の町長決裁を経て，経営戦略の策定と

なります。公表につきましては，当町公式ホームページの方に掲載させていた

だきます。 
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また先ほどから申し上げておりますように，次年度は作成をしました経営戦

略を基に下水道使用料の適正化について，料金改正について皆様に協議いただ

くことになります。 

次の会議は，夏頃を予定しておりますので，また日程が決まりましたら，通

知にてご連絡をさせていただきたいと思いどうぞよろしくお願いいたします。 

 

はい。ありがとうございます。 

今度皆さんとお目にかかるのは夏以降ということになりますが，この夏以降が

結構厳しい話になると思います。 

その場合には何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

４．その他 

５．閉 会 

 

 

 

 


